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事業許可基準規則第２条と許認可実績・適合方針との比較表（1/17）

①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 

（核燃料物質の臨界防止） 

第二条  安全機能を有する施設は、核燃料物質が臨界に達

するおそれがないようにするため、核的に安全な形状寸法

にすることその他の適切な措置を講じたものでなければな

らない。 

加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

第２条（核燃料物質の臨界防止） 

１ 第１項に規定する「核燃料物質が臨界に達する」とは、通

常時に予想される機械若しくは器具の単一の故障若し

くはその誤作動又は運転員の単一の誤操作を想定した

場合に、核燃料物質が臨界に達することをいう。 

２ 第１項に規定する「核的に安全な形状寸法にすることその

他の適切な措置」とは、核燃料物質の取扱い上の一つの

単位（以下「単一ユニット」という。）について、以下

の各号に掲げる措置又はこれらと同等以上の措置をい

う。 

一 核燃料物質を収納する、単一ユニットとしての設

備・機器のうち、その形状寸法を制限し得るものに

ついては、その形状寸法について適切な核的制限値

（臨界管理を行う体系の未臨界確保のために設定す

る値をいう。この値は、具体的な機器の設計及び運

転条件の妥当性の判断を容易かつ確実に行うために

設定する計量可能な値であり、この値を超えた機器

の製作及び通常時における運転条件の設定は許容さ

れない。）が設けられていること。この場合、溶液

状の核燃料物質を取り扱う設備・機器については、

全ての濃度において臨界安全を維持できる形状とす

ることを基本とすること。ただし、少量の溶液の化

学分析に用いられる市販の分析機器、ビーカー等の

ように最小臨界質量以下の核燃料物質を取り扱うも

のは含まれない。 

二 上記一の形状寸法管理が困難な設備・機器及び

単一ユニットとしてのグローブボックスについて

は、取り扱う核燃料物質自体の質量、プルトニウ

ム富化度、溶液中の濃度等について適切な核的制

限値が設けられていること。この場合、誤操作等

を考慮しても工程内の核燃料物質が上記の制限値

を超えないよう臨界安全が確保され、十分な対策

が講じられていること。上記の「十分な対策」と

は、質量制限管理を徹底するため、信頼性の高い

インターロックにより質量制限値以下であること

が確認されなければ次の工程に進めないようにす

る措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置

を行うことをいう。

三 核燃料物質の収納を考慮していない設備・機器のう

ち、核燃料物質が入るおそれのある設備・機器につ

いても上記一及び二に規定する条件が満たされてい

ること。 

本文 

ハ．加工設備本体の構造及び設備

(ハ) 成形施設（下線部を除き（二）被覆施設，（ホ）組立

施設も同一記載）

(１) 主要な核的及び熱的制限値

① 核的制限値

ａ．単一ユニット

成形施設の臨界管理のために，核燃料物質取

扱い上の一つの単位となる単一ユニットを設

定する。単一ユニットの核的制限値は，取り

扱う核燃料物質の形態に応じ，裕度ある条件

を設定し，十分信頼性のある計算コードを使

用して，中性子実効増倍率が 0.95 以下となる

ように体数又は質量を設定する。 

ｂ．複数ユニット 

複数ユニットは，取り扱う核燃料物質の形態

に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼性

のある計算コードで中性子実効増倍率が 0.95

以下となるように単一ユニットの配置等を設

定する。 

添付書類五 ニ．臨界安全設計 

(イ) 基本的な考え方

加工施設は，臨界安全性を高めるため，主要な工

程を乾式で構成する設計とする。 

臨界安全設計においては，工程を核燃料物質取扱

い上の一つの単位となる単一ユニットに分割し，各

単一ユニットに含まれる核燃料物質及びその他の物

質の種類，量，物理的・化学的形態等を考慮し，十

分な安全裕度を見込んだモデルで臨界評価を行い，

単一ユニットの核的制限値を設定し，これを維持す

ることにより臨界を防止する。 

また，単一ユニット間の中性子相互干渉の及ぶ範

囲を複数ユニットとし，単一ユニット間の距離，減

速効果，中性子吸収材の有無等を考慮し，十分な安

全裕度を見込んだモデルで臨界評価を行い，単一ユ

ニット相互間における間隔を維持すること等により

臨界を防止する。

(ロ) 単一ユニットの臨界安全

単一ユニットについては，技術的にみて想定される

いかなる場合でも臨界を防止するために，形状寸法，

質量，減速材，同位体組成，プルトニウム富化度等の

制限及び中性子吸収材の使用等並びにこれらの組合せ

によって核的に制限することにより臨界を防止する対

策を講ずる。

また，単一ユニットは，形状寸法を制限し得るもの

については形状寸法管理とし，グローブボックス等で

は質量管理を基本とする。 

なお，起こるとは考えられない独立した二つ以上の

異常が同時に起こらない限り臨界に達しないように設

計及び維持・管理を行う。 

(１) 単一ユニットの設定方法

ロ．加工施設の一般構造

(イ) 核燃料物質の臨界防止に関する構造

(１) 臨界防止に関する基本的な考え方

ＭＯＸ燃料加工施設は，臨界安全性を高めるた

め，主要な工程を乾式で構成する設計とする。

安全機能を有する施設は，以下の核燃料物質の臨

界防止に係る基本的な設計方針に従い，通常時に予

想される機械若しくは器具の単一の故障若しくはそ

の誤作動又は運転員の単一の誤操作を想定した場合

においても，核燃料物質が臨界に達するおそれがな

い設計とする。 

① ＭＯＸ燃料加工施設で取り扱う核燃料物質は，プ

ルトニウム富化度 60％以下，プルトニウム中のプル

トニウム－240 含有率 17％以上及びウラン中のウラ

ン－235含有率1.6％以下のＭＯＸ，ウラン中のウラ

ン－235 含有率５％以下の濃縮ウラン，天然ウラ

ン，劣化ウラン，標準試料及び分析試料であり，こ

のうちＭＯＸ，濃縮ウラン，標準試料並びに分析試

料を取り扱う設備・機器について臨界管理を行う。 

② 核燃料物質の取扱い上の一つの単位を単一ユニッ

トとし，これに，核的制限値（臨界管理を行う体系

の未臨界確保のために設定する値）を設定すること

により臨界を防止する。

ａ．核燃料物質を収納する，単一ユニットとして

の設備・機器のうち，その形状寸法を制限し得る

ものについては，その形状寸法について適切な核

的制限値を設ける。 

ｂ．上記ａ．形状寸法管理が困難な設備・機器及

び単一ユニットとしてのグローブボックスにつ

いては，取り扱う核燃料物質自体のＰｕ＊質量

について適切な核的制限値を設ける。この場

合，誤操作等を考慮しても工程内の核燃料物質

が上記の核的制限値を超えないよう，信頼性の

高いインターロックにより，核的制限値以下で

あることが確認されなければ次の工程に進めな

い設計とする。 

ｃ．核燃料物質の収納を考慮していない設備・機器

のうち，核燃料物質が入るおそれのある設備・機

器についても上記ａ．又はｂ．を満足するよう

に設計する。 

ｄ．核的制限値を設定するに当たっては，取り扱

う核燃料物質のプルトニウム富化度，同位体組

成，密度，幾何学的形状，減速条件，中性子吸

収材を考慮し，最も厳しい結果を与えるよう，

中性子の減速，吸収及び反射の各条件を仮定

し，かつ，測定又は計算による誤差，誤操作等

を考慮して十分な裕度を見込む。 

ｅ．核的制限値を設定するに当たって，参考とする

文献は，公表された信頼度の十分高いものであ

り，また，使用する臨界計算コードは，実験値と

の対比がなされ，信頼度の十分高いことが立証さ

れたものとする。 

「核燃料物質が臨界に達するおそれがないようにするため，

核的に安全な形状寸法にすることその他の適切な措置を講じ

たもの」について，既許可申請書添付書類五 二項（臨界安

全設計）には単一ユニット及び複数ユニットに対する臨界を

防止することを記載している。 

また，上記記載事項に対する設計方針として，添付書類五 

二項（臨界安全設計）には単一ユニット及び複数ユニットに

対して臨界を防止するための設計を行うことを記載してお

り，添付書類五 チ項（その他の安全設計）には，放射性物

質の移動の考慮した臨界を防止する設計を記載している。 

また，単一ユニットに対する核的制限値の設定及び複数ユニ

ットに対する核的に安全な配置において考慮すべき事項を記

載している。 

また，加工施設においては，技術的に見て臨界事故の発生は

想定されないが，臨界警報装置を設けることを添付書類五 

ロ項（放射線安全設計）に記載している。臨界事故を防止す

るために必要な設備を設けることを記載している

指針では，技術的に見て想定されるいかなる場合でも臨界を

防止する対策が講じられることが要求されており，それらを

達成する手段の具体が記載されているが，事業許可基準規則

では，それらが包括された記載に見直されるとともに，解釈

において手段の具体が記載された。そのため，指針と規則の

要求はほぼ同一である。 

上記より，指針と規則の要求がほぼ同一であることから，新

たに追加された要求事項はなく，既許可の設計方針が指針を

踏まえたものであることより，既許可の設計方針は新たな規

則に相当するものである。 

したがって、規則において，指針から明確化された内容は、

許認可の申請内容で網羅されている。 

上記を踏まえ、適合方針では、記載の適正化の観点で見直し

を実施する。 

【記載の適正化（添付書類記載内容の取り込み）】 

ＭＯＸ燃料加工施設の基本コンセプトである「主要な工程を

乾式で構成する」ことを本文に記載 

【記載の適正化】 

規則解釈に合わせて単一の故障，誤作動，誤操作を追記し，

本文に記載 

【記載の適正化】 

ＭＯＸ燃料加工施設で取り扱う核燃料物質を明確化し，本文

に記載 

【記載の適正化（添付書類記載内容の取り込み）】 

添付書類五 ニ．臨界安全設計に記載した事項を規則解釈に

合わせて本文に記載 

【記載の適正化（添付書類記載内容の取り込み）】 

添付書類五 ニ．臨界安全設計に記載した事項を規則解釈に

合わせて本文に記載 

【記載の適正化】 

規則解釈２条第２項第三号の取り込み 

【記載の適正化（添付書類記載内容の取り込み）】 

添付書類五 ニ．臨界安全設計に記載した事項を規則解釈に

合わせて本文に記載 

【記載の適正化】 

規則解釈２条第２項第五号の取り込み 
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①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
四 核的制限値を設定するに当たっては、取り扱われる

ウランの化学的組成、ウラン酸化物とプルトニウム

酸化物を混ぜ合わせた混合酸化物（以下「ＭＯＸ」

という。）中のプルトニウム富化度及び同位体組

成、密度、幾何学的形状及び減速条件、並びに中性

子吸収材等を考慮し、最も厳しい結果を与えるよ

う、中性子の減速、吸収及び反射の各条件を仮定

し、かつ、測定又は計算による誤差、誤操作等を考

慮して十分な裕度を見込むこと。 

五 核的制限値を定めるに当たって、参考とする手引

書、文献等は、公表された信頼度の十分高いもので

あり、また、使用する臨界計算コード等は、実験値

等との対比がなされ、信頼度の十分高いことが立証

されたものであること。 

六 核的制限値の維持・管理については、起こるとは考

えられない独立した二つ以上の異常が同時に起こら

ない限り臨界に達しないものであること。 

３ 第１項に規定する「核的に安全な形状寸法にすることその

他の適切な措置」とは、二つ以上の単一ユニットが存在

する場合について、以下の各号に掲げる措置又はこれら

と同等以上の措置をいう。 

一 単一ユニット相互間は核的に安全な配置であること

を確認すること。 

二 核的に安全な配置を定めるに当たっては、最も厳し

い結果を与えるよう、中性子の減速、吸収及び反射

の各条件を仮定し、かつ、測定又は計算による誤

差、誤操作等を考慮して十分な裕度を見込むこと。 

粉末及びペレットを取り扱う工程では，質量管理

を基本とし，単一ユニットは設備・機器を収納する

グローブボックス，焼結炉等に設定する。燃料棒，

貯蔵マガジン及び組立マガジンを取り扱う工程で

は，形状寸法管理を基本とし，単一ユニットは設

備・機器に設定する。燃料集合体等を取り扱う工程

では，燃料集合体等による体数管理とし，単一ユニ

ットは設備・機器に設定する。ウラン燃料棒を取り

扱う工程では，本数管理とし，単一ユニットは設

備・機器に設定する。なお，少量の溶液を取り扱う

分析設備については，質量管理とし，単一ユニット

は設備・機器を収納するグローブボックスに設定す

る。 

(２) 核的制限値の設定

核的制限値の設定に当たっては，核燃料物質の形

態ごとに設定条件であるプルトニウム富化度，同位

体組成，含水率，密度，反射条件等を保守側になる

ように考慮する。

質量の評価は，中性子の漏れが最も少ない球形状

モデルを用いる。また，構造材等からの中性子反射

効果を保守側に考慮し，均一な核燃料物質の周囲に

厚さ 30cm の水反射体を設けたモデルを用いる。 

燃料棒の平板厚さ，燃料棒の本数，貯蔵マガジン

等の段数及び燃料集合体等の体数の評価は，核燃料

物質間の雰囲気中水密度(８)を保守側に考慮して設

定する。また，構造材等からの中性子反射効果を保

守側に考慮し，周囲に厚さ 30cm の水反射体を設け

たモデルを用いる。 

プルトニウム富化度，核分裂性プルトニウム割合

及び核分裂性プルトニウム富化度については，受入

条件及び取扱条件を考慮して設定する。 

ＭＯＸ中のウラン－235 については，保守側にプ

ルトニウム－239 に置き換えて評価する。

核燃料物質の密度については，文献値(７)，理論

密度及び粉末の性状に基づき，各単一ユニットで想

定し得る密度の最大値を設定条件とする。 

核燃料物質の含水率については，文献値

(37)(38)，添加剤の投入量等を考慮して設定する。 

核的制限値は，当該単一ユニットで取り扱う核燃

料物質の形態に対し，統計誤差として標準偏差の３

倍を考慮した中性子実効増倍率が 0.95 以下に対応

する質量，平板厚さ，本数，段数又は体数の値とし

て設定する。設定に当たっては，臨界ベンチマーク

実験の解析によりその信頼性が確認され，ＭＯＸに

対する推定臨界下限中性子実効増倍率が 0.97 と検

証(9)(39)されている計算コードシステムＳＣＡＬ

Ｅ－４(10)のＫＥＮＯ－Ⅴ．ａコード及びＥＮＤＦ

／Ｂ－Ⅳライブラリを用いて計算する。 
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①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 

三 核的に安全な配置を定めるに当たって、参考とする

手引書、文献等は、公表された信頼度の十分高いも

のであり、また、使用する臨界計算コード等は、実

験値等との対比がなされ、信頼度の十分高いことが

立証されたものであること。 

四 核的に安全な配置の維持については、起こるとは考

えられない独立した二つ以上の異常が同時に起こら

ない限り臨界に達しないものであること。 

五 上記四の「核的に安全な配置の維持」とは、核燃料

物質を収納する設備・機器の設置に当たって、十分

な構造強度を持つ構造材を用いて固定することをい

う。なお、固定することが困難な設備・機器の場合

は、設備・機器の周囲にユニット相互間の間隔を維

持するための剛構造物を取り付けるか又は設計上、

移動範囲を制限すること。 

六 核燃料物質を不連続的に取り扱う(バッチ処理)施設

においては、核燃料物質を次の工程に移動させよう

としても、核的制限値等を満足する状態にならなけ

れば、移動することができないものであること。 

七 核燃料物質を搬送するための動力の供給が停止した

場合に、核燃料物質を安全に保持しているものであ

ること。 

質量管理における核的制限値は，ＭＯＸ中のＰｕ

＊質量で設定する。 

(ハ) 複数ユニットの臨界安全

複数ユニットについては，技術的にみて想定される

いかなる場合でも臨界を防止するために，単一ユニッ

ト相互の間隔の維持，単一ユニット相互間における中

性子吸収材の使用等並びにこれらの組合せにより臨界

を防止する対策を講ずる。 

なお，起こるとは考えられない独立した二つ以上の

異常が同時に起こらない限り臨界に達しないように設

計及び維持・管理を行う。 

(１) 複数ユニットの臨界防止対策

核燃料物質を収納する設備・機器の設置に当たっ

ては，十分な構造強度をもつ構造材を用いること等

により，核的に安全な配置を維持することを基本と

する。 

単一ユニット相互間は，十分な厚さのコンクリー

ト等の設置又は単一ユニット相互間の距離を確保す

ることにより，核的に安全な配置とする。 

貯蔵設備及び一時保管設備は，設備内の単一ユニ

ット相互間の距離を設定し，必要に応じて中性子吸

収材による管理を併用することにより，核的に安全

な配置とする。 

燃料集合体輸送容器一時保管エリア等では，燃料

集合体等を「核燃料物質等の工場又は事業所の外に

おける運搬に関する規則」に定める技術基準に適合

する核燃料輸送物として保管する。なお，外部より

受け入れるウラン燃料棒をウラン燃料棒用輸送容器

の内容器に収納して保管する際には，核的に安全な

配置とする。 

(２) 単一ユニット相互間の距離等の設定

複数ユニットについては，当該複数ユニットに対

し，統計誤差を考慮した中性子実効増倍率が 0.95

以下となるように単一ユニット相互間の距離，設置

する中性子吸収材の寸法等の値を設定する。設定に

当たっては，臨界ベンチマーク実験の解析によりそ

の信頼性が確認され，ＭＯＸに対する推定臨界下限

中性子実効増倍率が 0.97 と検証されている計算コ

ードシステムＳＣＡＬＥ－４のＫＥＮＯ－Ⅴ．ａコ

ード及びＥＮＤＦ／Ｂ－Ⅳライブラリを用いて計算

する。貯蔵設備の計算モデルを添５第８表に，一時

保管設備の計算モデルを添５第９表に示す。 

添付書類五 チ．その他の安全設計 

(ロ) 放射性物質の移動に対する考慮

(３) 臨界防止

① 核燃料物質を移動する場合には，原則として搬送

装置で移動することとする。移動に際しては，核的

に安全な配置を保持するように定めた通路を移動す

る設計とする。

③ 二つ以上の単一ユニットが存在する複数ユニット

については，核的に安全な配置としたユニット相互

間における間隔を維持することにより，最も厳しい

状態においても臨界に達しない設計とする。

ａ．核的に安全な配置を定めるに当たっては，最

も厳しい結果を与えるよう，中性子の減速，吸

収及び反射の各条件を仮定し，かつ，測定又は

計算による誤差，誤操作等を考慮して十分な裕

度を見込む。 

ｂ．核燃料物質を収納する設備・機器の設置に当た

っては，通常時に作用している荷重に対して発生

する変形が過大とならないように構造強度を持つ

構造材を用いて固定する。なお，固定することが

困難な設備・機器の場合は，設備・機器の周囲に

ユニット相互間の間隔を維持するための剛構造物

を取り付ける又は設計上，移動範囲を制限する。 

ｃ．核燃料物質を不連続的に取り扱う（バッチ処

理）施設においては，核燃料物質を次の工程に移

動させようとしても，核燃料物質を受け入れる工

程が核的制限値を満足する状態にならなければ，

移動することができない設計とする。 

ｄ．核燃料物質を搬送するための動力の供給が停止

した場合，核燃料物質の落下及び脱落を防止する

機構により，搬送中の核燃料物質を安全に保持す

る設計とする。 

④ 核的制限値の維持及び管理については，起こると

は考えられない独立した二つ以上の異常が同時に起

こらない限り臨界に達しないように設計する。

【記載の適正化（添付書類記載内容の取り込み）】 

添付書類五 ニ．臨界安全設計に記載した事項を規則解釈に

合わせて本文に記載 

【記載の適正化（添付書類記載内容の取り込み）】 

添付書類五 ニ．臨界安全設計に記載した事項を規則解釈に

合わせて本文に記載 

【記載の適正化（添付書類記載内容の取り込み）】 

添付書類五 ニ．臨界安全設計に記載した事項を規則解釈に

合わせて本文に記載 

【記載の適正化（添付書類記載内容の取り込み）】 

添付書類五 チ．その他の安全設計に記載した事項を規則解

釈に合わせて本文に記載 

【記載の適正化（添付書類記載内容の取り込み）】 

添付書類五 チ．その他の安全設計に記載した事項を規則解

釈に合わせて本文に記載 



 

事業許可基準規則第２条と許認可実績・適合方針との比較表（4/17） 

 

①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 

 

 

２ 臨界質量以上のウラン（ウラン二三五の量のウランの総

量に対する比率が百分の五を超えるものに限る。）又はプ

ルトニウムを取り扱う加工施設には、臨界警報設備その他

の臨界事故を防止するために必要な設備を設けなければな

らない。 

 

 

 

加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈 

第２条（核燃料物質の臨界防止） 

 

 

４ 第２項に規定する「臨界事故を防止するために必要な設

備」とは、以下の各号に掲げる措置又はこれらと同等以

上の効果を有する措置を講じた設備をいう。 

 

 

一 臨界警報装置により臨界及びその継続性を検知する

ことができる設計であること。 

 

 

二 臨界事故の発生が想定される場合には、臨界が速や

かに終息することが技術的に明らかな場合を除き、

臨界事故が発生したとしても、これを未臨界にする

ための措置が講じられる設計であること。 

 

② 核燃料物質の移動に当たっては，搬送先の単一ユ

ニット内に存在するＰｕ＊質量又はウラン燃料棒の

本数と搬送物のＰｕ＊質量又はウラン燃料棒の本数

の合計が核的制限値以下であることを確認し，単一

ユニット内に搬入する設計とする。 

③ 臨界管理担当者は，生産に関する情報と臨界管理

用計算機の情報に基づき，質量管理又は本数管理の

実施状況を監視する。また，運転管理担当者は，Ｐ

ｕ＊質量又はウラン燃料棒の本数の確認結果と搬送

予定に基づき，核燃料物質の単一ユニットへの搬入

の可否判断を行うとともに，工程の運転状況を監視

する。 

④ 混合酸化物貯蔵容器及び燃料集合体は，構造的に

核的制限値以下の体数でしか取り扱えない搬送装置

で移動する設計とする。 

⑤ 単一ユニットに核燃料物質を搬送装置で移動する

場合には，動力が喪失したときに，搬送装置の移動

を停止し，取扱中の核燃料物質を保持できる設計と

する。 

⑥ バッグアウトした核燃料物質を台車等により移動

する際は，誤搬送を防止する対策を講ずるととも

に，必要に応じ他の核燃料物質との間隔を維持する

対策を講ずる。 

添付書類五 ロ．放射線安全設計 

(ハ) 放射線被ばく管理に対する考慮 

(２) 作業環境における放射線被ばく管理に対する考慮 

① 放射線監視設備 

加工施設内の作業環境の放射線レベル又は放

射能レベルを監視するため，主要な箇所にエリア

モニタ，ダストモニタ及びエアスニファを設け

る。 

また，平常時及び事故時の線量当量率，空気

中の放射性物質の濃度及び放射性物質によって汚

染された物の表面密度の測定及び監視を行うため

に，放射線サーベイ機器を備える。 

エリアモニタ及びダストモニタからの主要な

情報は，中央監視室において監視及び記録すると

ともに，放射線レベル又は放射能レベルがあらか

じめ設定した値を超えたときは，中央監視室及び

必要な箇所において警報を発する設計とする。 

また，エリアモニタ及びダストモニタは，監

視対象箇所で想定される放射線レベル及び放射能

レベルを十分監視できるようにするとともに，事

故時には，これらにより燃料加工建屋立入りの際

に必要な線量率等の情報が得られる設計とする。 

なお，加工施設においては，技術的にみて臨

界事故の発生は想定されないが，設備容量等を考

慮して監視対象を均一化混合装置とし，現場監視

第１室に臨界警報装置を設ける。 

放射線監視設備には以下のものがあり，監視

対象箇所の放射線状況に応じて適切な機器を設置

する。 

ａ．エリアモニタ 

ガンマ線エリアモニタ 

中性子線エリアモニタ 

ｂ．ダストモニタ 

アルファ線ダストモニタ 

ｃ．エアスニファ 

ｄ．臨界警報装置 

ｅ．放射線サーベイ機器 

アルファ線用サーベイメータ 

ベータ・ガンマ線用サーベイメータ 

中性子線用サーベイメータ 

ダストサンプラ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ ＭＯＸ燃料加工施設には，臨界事故を防止する

ための設備を設ける設計とする。 
ａ．設備の容量，形状及び配置並びに核燃料物質

の取扱方法から，ＭＯＸ燃料加工施設で臨界が

発生することは想定されないが，深層防護の観

点及び従事者の退避等のため，万が一に備え

て，臨界が発生した場合にも臨界の発生を検知

することができる設計とする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載の適正化（添付書類記載内容の取り込み）】 

添付書類五 ロ．放射線安全設計に記載した事項を規則解釈

に合わせて本文に記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

事業許可基準規則第２条と許認可実績・適合方針との比較表（5/17） 

 

①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
添付書類五 ニ．臨界安全設計 

(イ) 基本的な考え方 

加工施設は，臨界安全性を高めるため，主要な工

程を乾式で構成する設計とする。 

臨界安全設計においては，工程を核燃料物質取扱

い上の一つの単位となる単一ユニットに分割し，各

単一ユニットに含まれる核燃料物質及びその他の物

質の種類，量，物理的・化学的形態等を考慮し，十

分な安全裕度を見込んだモデルで臨界評価を行い，

単一ユニットの核的制限値を設定し，これを維持す

ることにより臨界を防止する。 

また，単一ユニット間の中性子相互干渉の及ぶ範

囲を複数ユニットとし，単一ユニット間の距離，減

速効果，中性子吸収材の有無等を考慮し，十分な安

全裕度を見込んだモデルで臨界評価を行い，単一ユ

ニット相互間における間隔を維持すること等により

臨界を防止する。 

 

(ロ) 単一ユニットの臨界安全 

単一ユニットについては，技術的にみて想定される

いかなる場合でも臨界を防止するために，形状寸法，

質量，減速材，同位体組成，プルトニウム富化度等の

制限及び中性子吸収材の使用等並びにこれらの組合せ

によって核的に制限することにより臨界を防止する対

策を講ずる。 

また，単一ユニットは，形状寸法を制限し得るもの

については形状寸法管理とし，グローブボックス等で

は質量管理を基本とする。 

なお，起こるとは考えられない独立した二つ以上の

異常が同時に起こらない限り臨界に達しないように設

計及び維持・管理を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 単一ユニットの設定方法 

粉末及びペレットを取り扱う工程では，質量管理

を基本とし，単一ユニットは設備・機器を収納する

グローブボックス，焼結炉等に設定する。燃料棒，

貯蔵マガジン及び組立マガジンを取り扱う工程で

は，形状寸法管理を基本とし，単一ユニットは設

備・機器に設定する。燃料集合体等を取り扱う工程

では，燃料集合体等による体数管理とし，単一ユニ

ットは設備・機器に設定する。ウラン燃料棒を取り

扱う工程では，本数管理とし，単一ユニットは設

備・機器に設定する。なお，少量の溶液を取り扱う

分析設備については，質量管理とし，単一ユニット

は設備・機器を収納するグローブボックスに設定す

る。 

 

 

 

添付書類五 核燃料物質の臨界防止 

① 基本的な考え方 

ＭＯＸ燃料加工施設は，臨界安全性を高めるた

め，主要な工程を乾式で構成する設計とする。 

臨界安全設計においては，工程を核燃料物質取扱

い上の一つの単位となる単一ユニットに分割し，各

単一ユニットに含まれる核燃料物質及びその他の物

質の種類，量，物理的・化学的形態等を考慮し，十

分な安全裕度を見込んだモデルで臨界評価を行い，

単一ユニットの核的制限値を設定し，これを維持す

ることにより臨界を防止する。 

また，単一ユニット間の中性子相互干渉の及ぶ範

囲を複数ユニットとし，単一ユニット間の距離，減

速効果，中性子吸収材の有無等を考慮し，十分な安

全裕度を見込んだモデルで臨界評価を行い，単一ユ

ニット相互間における間隔を維持すること等により

臨界を防止する。 

 

② 単一ユニットの臨界安全 

ａ．単一ユニットの臨界安全の考え方 

単一ユニットの臨界安全の考え方は，以下のとおり

とする。 

(ａ) 核燃料物質を収納する，単一ユニットとしての設

備・機器のうち，その形状寸法を制限し得るものに

ついては，その形状寸法について適切な核的制限値

を設ける。 

(ｂ) 上記(ａ)の形状寸法管理が困難な設備・機器及び

単一ユニットとしてのグローブボックスについて

は，取り扱う核燃料物質自体のＰｕ＊質量について

適切な核的制限値を設ける。この場合，誤操作等を

考慮しても工程内の核燃料物質が上記の制限値を超

えないよう，信頼性の高いインターロックにより，

核的制限値以下であることが確認されなければ次の

工程に進めない設計とする。 

(ｃ) 核燃料物質の収納を考慮していない設備・機器の

うち，核燃料物質が入るおそれのある設備・機器に

ついても上記(ａ)又は(ｂ)を満足するように設計す

る。 

なお，ＭＯＸ燃料加工施設では，核燃料物質の収

納を考慮していない設備・機器には核燃料物質が入

るおそれはない。 

なお，起こるとは考えられない独立した二つ以上の

異常が同時に起こらない限り臨界に達しないように設

計及び維持・管理を行う。 

 

ｂ．単一ユニットの設定 

以下に示す取扱い上の一つの単位を単一ユニットと

する。 

(ａ) 粉末及びペレットを取り扱う工程では，質量管

理を基本とし，単一ユニットは設備・機器を収納す

るグローブボックス，焼結炉等に設定する。 

(ｂ) 燃料棒，貯蔵マガジン及び組立マガジンを取り

扱う工程では，形状寸法管理を基本とし，単一ユニ

ットは設備・機器に設定する。 

(ｃ) 混合酸化物貯蔵容器及び燃料集合体を取り扱う

工程では，体数管理とし，単一ユニットは設備・機

器に設定する。 

(ｄ) ウラン燃料棒を取り扱う工程では，本数管理と

し，単一ユニットは設備・機器に設定する。 

(ｅ) 少量の溶液を取り扱う分析設備では，質量管理

とし，単一ユニットは設備・機器を収納するグロー

ブボックスに設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

事業許可基準規則第２条と許認可実績・適合方針との比較表（6/17） 

 

①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
(２) 核的制限値の設定 

核的制限値の設定に当たっては，核燃料物質の形

態ごとに設定条件であるプルトニウム富化度，同位

体組成，含水率，密度，反射条件等を保守側になる

ように考慮する。 

質量の評価は，中性子の漏れが最も少ない球形状

モデルを用いる。また，構造材等からの中性子反射

効果を保守側に考慮し，均一な核燃料物質の周囲に

厚さ 30cm の水反射体を設けたモデルを用いる。 

燃料棒の平板厚さ，燃料棒の本数，貯蔵マガジン

等の段数及び燃料集合体等の体数の評価は，核燃料

物質間の雰囲気中水密度(８)を保守側に考慮して設

定する。また，構造材等からの中性子反射効果を保

守側に考慮し，周囲に厚さ 30cm の水反射体を設け

たモデルを用いる。 

プルトニウム富化度，核分裂性プルトニウム割合

及び核分裂性プルトニウム富化度については，受入

条件及び取扱条件を考慮して設定する。 

ＭＯＸ中のウラン－235 については，保守側にプ

ルトニウム－239 に置き換えて評価する。 

核燃料物質の密度については，文献値(７)，理論

密度及び粉末の性状に基づき，各単一ユニットで想

定し得る密度の最大値を設定条件とする。 

核燃料物質の含水率については，文献値

(37)(38)，添加剤の投入量等を考慮して設定する。 

核的制限値は，当該単一ユニットで取り扱う核燃

料物質の形態に対し，統計誤差として標準偏差の３

倍を考慮した中性子実効増倍率が 0.95 以下に対応

する質量，平板厚さ，本数，段数又は体数の値とし

て設定する。設定に当たっては，臨界ベンチマーク

実験の解析によりその信頼性が確認され，ＭＯＸに

対する推定臨界下限中性子実効増倍率が 0.97 と検

証(9)(39)されている計算コードシステムＳＣＡＬ

Ｅ－４(10)のＫＥＮＯ－Ⅴ．ａコード及びＥＮＤＦ

／Ｂ－Ⅳライブラリを用いて計算する。 

質量管理における核的制限値は，ＭＯＸ中のＰｕ

＊質量で設定する。 

核燃料物質の形態ごとの主要な核的制限値計算条

件を添５第５表に，核燃料物質の形態ごとの核的制

限値計算モデルを添５第６表に示す。なお，臨界計

算において参照した燃料集合体の諸元は，以下のと

おりである。 

 

(３) 工程別の単一ユニットと核的制限値 

上記(１)及び(２)の考え方に基づき設定した単一

ユニット，管理方法及び核的制限値を添５第７表に

示す。 

質量管理を行う単一ユニットについては，以下のよ

うに核的制限値を設定する。 

① 核燃料物質は，その性状に応じてそれぞれの形

態に分類し，保守側の設定条件を用いて統計誤差

を考慮した中性子実効増倍率が 0.95 以下に対応

するＰｕ＊質量を算出する。 

ｃ．核的制限値の設定 

(ａ) 核的制限値を設定するに当たっては，取り扱う

核燃料物質中のプルトニウム富化度，同位体組成，

密度，幾何学的形状，減速条件，中性子吸収材の有

無を考慮し，最も厳しい結果を与えるよう，中性

子の減速，吸収及び反射の各条件を仮定し，かつ，

測定又は計算による誤差，誤操作等を考慮して十分

な裕度を見込む。 

ⅰ．プルトニウム富化度，核分裂性プルトニウム割

合及び核分裂性プルトニウム富化度は，受入条件

及び取扱条件を考慮してより厳しい評価となるよ

うに設定する。 

ⅱ．ＭＯＸ中のウラン－235は，より厳しい評価と

なるようにプルトニウム－239に置き換えて評価

する。 

ⅲ．核燃料物質の密度については，文献値(７)，理

論密度及び粉末の性状に基づき，各単一ユニット

で想定し得る密度の最大値を設定条件とする。 

ⅳ．核燃料物質の含水率については，文献値(15)(16) 

(63)，添加剤の投入量等を考慮して設定する。 

ⅴ．混合酸化物貯蔵容器の体数，燃料棒の平板厚

さ，燃料棒の本数，貯蔵マガジン及び組立マガジ

ンの段数並びに燃料集合体の体数の評価において

は，核燃料物質間の雰囲気中水密度(８)をより厳

しい評価となるように考慮して設定する。 

(ｂ) 核的制限値を設定するに当たって，参考とする

文献は，公表された信頼度の十分高いものとし，ま

た，使用する臨界計算コードは，実験値との対比が

なされ，信頼度の十分高いことが立証されたものと

する。 

ⅰ．評価に当たっては，臨界ベンチマーク実験の解

析によりその信頼性が確認され，ＭＯＸに対する

推定臨界下限中性子実効増倍率が0.97と検証
(９)(17)されている計算コードシステムSCALE-4(10)

のKENO-V.aコード及びENDF/B-Ⅳライブラリを用

いて計算する。 

ⅱ．質量の評価には，中性子の漏れが最も少ない球

形状モデルを用いる。また，構造材等からの中性

子反射効果をより厳しい評価となるように考慮

し，均一な核燃料物質の周囲に厚さ30cmの水反射

体を設けたモデルとする。 

ⅲ．核的制限値は，臨界計算コードにより中性子実

効増倍率を計算し，未臨界（統計誤差として標準

偏差の３倍を考慮した中性子実効増倍率が0.95以

下）となる値を設定する。 

核燃料物質の形態ごとの主要な計算条件を添５第

３表に，核燃料物質の形態ごとの計算モデルを添

５第４表に示す。 

なお，臨界計算において参照した燃料集合体

の諸元は，次のとおりである。 

ｄ．工程別の単一ユニットと核的制限値 

上記ａ．～ｃ．の考え方に基づき設定した単一ユ

ニット，管理方法及び核的制限値を添５第５表に示

す。 

質量管理を行う単一ユニットについては，以下の

ように核的制限値を設定する。 

(ａ) 核燃料物質は，その性状に応じてそれぞれの形

態に分類し，より厳しい評価となるように考慮した

設定条件を用いて統計誤差を考慮した中性子実効増

倍率が0.95以下に対応するＰｕ＊質量を算出する。 

(ｂ) 各単一ユニットにおいては，取り扱う核燃料物

質の形態に応じたＰｕ＊質量を核的制限値とする。 

(ｃ) 複数の核燃料物質の形態を取り扱う単一ユニット

においては，各形態の核的制限値のうち最も厳しい値

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

事業許可基準規則第２条と許認可実績・適合方針との比較表（7/17） 

 

①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
② 各単一ユニットにおいては，取り扱う核燃料物

質の形態に応じたＰｕ＊質量を核的制限値とす

る。 

③ 複数の核燃料物質の形態を取り扱う単一ユニッ

トにおいては，各形態の核的制限値のうち最も厳

しい値となるものを当該単一ユニットの核的制限

値とするか，各形態の設定条件を包絡する形態の

核的制限値とする。 

④ 放射線業務従事者がバッグイン作業により核燃

料物質を搬入する単一ユニットについては，二重

装荷の発生を考慮し，統計誤差を考慮した中性子

実効増倍率が 0.95 以下に対応する質量の２分の

１を核的制限値に設定する。 

 

 

(ハ) 複数ユニットの臨界安全 

複数ユニットについては，技術的にみて想定される

いかなる場合でも臨界を防止するために，単一ユニッ

ト相互の間隔の維持，単一ユニット相互間における中

性子吸収材の使用等並びにこれらの組合せにより臨界

を防止する対策を講ずる。 

なお，起こるとは考えられない独立した二つ以上の

異常が同時に起こらない限り臨界に達しないように設

計及び維持・管理を行う。 

(１) 複数ユニットの臨界防止対策 

核燃料物質を収納する設備・機器の設置に当たっ

ては，十分な構造強度をもつ構造材を用いること等

により，核的に安全な配置を維持することを基本と

する。 

単一ユニット相互間は，十分な厚さのコンクリー

ト等の設置又は単一ユニット相互間の距離を確保す

ることにより，核的に安全な配置とする。 

貯蔵設備及び一時保管設備は，設備内の単一ユニ

ット相互間の距離を設定し，必要に応じて中性子吸

収材による管理を併用することにより，核的に安全

な配置とする。 

燃料集合体輸送容器一時保管エリア等では，燃料

集合体等を「核燃料物質等の工場又は事業所の外に

おける運搬に関する規則」に定める技術基準に適合

する核燃料輸送物として保管する。なお，外部より

受け入れるウラン燃料棒をウラン燃料棒用輸送容器

の内容器に収納して保管する際には，核的に安全な

配置とする。 

(２) 単一ユニット相互間の距離等の設定 

複数ユニットについては，当該複数ユニットに対

し，統計誤差を考慮した中性子実効増倍率が 0.95

以下となるように単一ユニット相互間の距離，設置

する中性子吸収材の寸法等の値を設定する。設定に

当たっては，臨界ベンチマーク実験の解析によりそ

の信頼性が確認され，ＭＯＸに対する推定臨界下限

中性子実効増倍率が 0.97 と検証されている計算コ

ードシステムＳＣＡＬＥ－４のＫＥＮＯ－Ⅴ．ａコ

ード及びＥＮＤＦ／Ｂ－Ⅳライブラリを用いて計算

する。貯蔵設備の計算モデルを添５第８表に，一時

保管設備の計算モデルを添５第９表に示す。 

となるものを当該単一ユニットの核的制限値とする

か，各形態の設定条件を包絡する形態の核的制限値と

する。 

(ｄ) 従事者がバッグイン作業により核燃料物質を搬入

する単一ユニットについては，二重装荷の発生を考慮

し，統計誤差を考慮した中性子実効増倍率が0.95以下

に対応する質量の２分の１を核的制限値に設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 複数ユニットの臨界安全 

複数ユニットについては，技術的にみて想定される

いかなる場合でも臨界を防止するために，単一ユニッ

ト相互の間隔の維持，単一ユニット相互間における中

性子吸収材の使用並びにこれらの組合せにより臨界を

防止する設計とする。 

なお，起こるとは考えられない独立した二つ以上の

異常が同時に起こらない限り臨界に達しないように設

計及び維持・管理を行う。 

ａ． 複数ユニットの設定 

単一ユニット相互間は，十分な厚さのコンクリー

ト等の設置又は単一ユニット相互間の距離を確保す

ることにより，核的に安全な配置とする。 

貯蔵設備及び一時保管設備は，設備内の単一ユニ

ット相互間の距離を設定し，必要に応じて中性子吸

収材による管理を併用することにより，核的に安全

な配置とする。 

ｂ． 複数ユニットにおける核的に安全な措置 

(ａ) 核的に安全な配置を定めるに当たっては，最

も厳しい結果を与えるよう，中性子の減速，吸収

及び反射の各条件を仮定し，かつ，測定又は計算

による誤差，誤操作等を考慮して十分な裕度を見

込む。 

(ｂ) 核的に安全な配置を定めるに当たって，参考

とする文献は，公表された信頼度の十分高いもの

とし，また，使用する臨界計算コードは，実験値

との対比がなされ，信頼度の十分高いことが立証

されたものとする。 

ⅰ．評価に当たっては，臨界ベンチマーク実験の

解析によりその信頼性が確認され，ＭＯＸに対

する推定臨界下限中性子実効増倍率が 0.97 と検

証されている計算コードシステム SCALE-4 の

KENO-V.a コード及び ENDF/B-Ⅳライブラリを用

いて計算する。 

(ｃ) 単一ユニット間は，臨界計算コードにより中

性子実効増倍率を計算し，未臨界（統計誤差とし

て標準偏差の３倍を考慮した中性子実効増倍率が

0.95 以下。）となるように配置する。 

(ｄ) 核燃料物質を収納する設備・機器の設置に当

たっては，通常時に作用している荷重に対して発

生する変形が過大とならないように構造強度を持

つ構造材を用いて固定することにより，これを維

持及び管理する。なお，ＭＯＸ粉末を取り扱う容

器のように固定することが困難な設備・機器の場

合は，設備・機器の周囲にユニット相互間の間隔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

事業許可基準規則第２条と許認可実績・適合方針との比較表（8/17） 

 

①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ニ) 臨界管理の方法 

加工施設では，Ｐｕ＊質量，本数，体数，平板厚さ

又は段数で設定した核的制限値に基づき臨界管理を行

う。また，プルトニウム富化度，含水率等について

は，核的制限値の設定条件以下であることを確認す

る。 

(１) 質量管理及び本数管理 

質量管理及び本数管理は，臨界管理用計算機，運

転管理用計算機等を用いて行い，各単一ユニットの

核燃料物質の在庫量を常時把握するとともに，核燃

料物質を搬送する容器等を識別し，それにより搬送

する核燃料物質の質量，形態等を把握することによ

り行う。質量管理の単一ユニットにおける核燃料物

質の搬送例を添５第 12 図に示す。 

以下に臨界管理の基本的考え方を示す。 

① 質量で管理する単一ユニットについて，搬送装

置により単一ユニットに核燃料物質を搬入する場

合には，以下の方法により行う。 

ａ．核燃料物質は容器等に収納して単一ユニッ

ト間の搬送を行う。核的制限値はＰｕ＊質量

であるため，秤量されたＭＯＸ質量と，容器

等の識別番号に関連付けられた核分裂性プル

トニウム割合，ウラン中のウラン－235 含有率

等の必要な在庫情報を用いて搬送物のＰｕ＊

質量を算出する。このため，原料ＭＯＸ粉末

及び原料ウラン粉末中のプルトニウム－239，

プルトニウム－241 及びウラン－235 の含有率

を受入時に確認する。 

ｂ．搬送する容器等の秤量を二つの秤量器によ

り行い，秤量値に有意な差がないことを臨界

管理用計算機及び運転管理用計算機により確

を維持するための剛構造物を取り付ける又は設

計上，移動範囲を制限する。 

(ｅ) 核燃料物質を不連続的に取り扱う（バッチ処

理）施設においては，核燃料物質を次の工程に移

動させようとしても，核燃料物質を受け入れる工

程が核的制限値を満足する状態にならなければ，

移動することができない設計とする。 

(ｆ) 核燃料物質を搬送するための動力の供給が停

止した場合，核燃料物質の落下及び脱落を防止す

る機構により，搬送中の核燃料物質を安全に保持

する設計とする。 

(ｇ) 貯蔵設備及び一時保管設備は，設備内の単一ユ

ニット相互間の距離を設定し，必要に応じて中性子

吸収材による管理を併用することにより，核的に安

全な配置とする。 

(ｈ) ウラン輸送容器一時保管エリア，燃料棒受入一

時保管エリア及び燃料集合体輸送容器一時保管エリ

アでは，ウラン粉末缶，ウラン燃料棒及び燃料集合

体を「核燃料物質等の工場又は事業所の外における

運搬に関する規則」に定める技術基準に適合する核

燃料輸送物として発送するための梱包作業中又は受

入後の開梱作業中に保管する。 

(ｉ) 外部より受け入れるウラン燃料棒をウラン燃料

棒用輸送容器の内容器に収納して保管する際には，

核的に安全な配置とする。 

以上の考え方を踏まえた貯蔵設備の計算モデルを

添５第６表に，一時保管設備の計算モデルを添５第

７表に，単一ユニット相互間の計算モデルを添５第

８表に示す。 

 

④ 核的制限値の維持及び管理 

ＭＯＸ燃料加工施設では，Ｐｕ＊質量，本数，体

数，平板厚さ又は段数で設定した核的制限値に基づき

臨界管理を行う。また，プルトニウム富化度，含水率

等については，核的制限値の設定条件以下であること

を確認する。 

ａ．形状寸法管理 

形状寸法管理は，核燃料物質を取り扱う設備・機

器の構造又は機構により核的制限値を維持する設計

とする。形状寸法管理のうち，混合酸化物貯蔵容器

及び燃料集合体を体数で管理する単一ユニットは，

体数管理に分類する。また，核燃料物質を取り扱う

容器は，通常の取扱条件において容易に変形しない

構造材を用いる設計とする。 

(ａ) 混合酸化物貯蔵容器及び燃料集合体は，工程内

の取扱いにおいて核燃料物質量に変化がない。この

ため，混合酸化物貯蔵容器及び燃料集合体を体数で

管理する単一ユニットにおいては，構成する設備・

機器が構造的に核的制限値以下の体数でなければ取

り扱えない設計とする。 

(ｂ) 燃料棒を取り扱う工程において形状寸法管理を

行う単一ユニットは，単一ユニットの入口に核的制

限値以内に制限するためのゲートを設置するととも

に，燃料棒を平板厚さに対する核的制限値以内で取

り扱うように設計する。 

(ｃ) 貯蔵マガジン及び組立マガジンを取り扱う工程

において形状寸法管理を行う単一ユニットは，貯蔵

マガジン及び組立マガジンを積み重ねて取り扱うこ

とのない機構とする。 

ｂ．質量管理 

質量管理は，臨界管理用計算機，運転管理用計算

機等を用いて行い，各単一ユニットの核燃料物質の

在庫量を常時把握するとともに，核燃料物質を搬送

する容器を識別し，それにより搬送する核燃料物質

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

事業許可基準規則第２条と許認可実績・適合方針との比較表（9/17） 

 

①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
認するとともに，搬送先の単一ユニット内に

存在するＰｕ＊質量と搬送物のＰｕ＊質量の

合計が核的制限値以下であることを確認す

る。 

ｃ．単一ユニットに核燃料物質を搬入するに当

たっては，搬送予定に基づく搬送要求により

動作を開始する設計とする。 

ｄ．運転管理担当者は，運転管理用計算機によ

るＰｕ＊質量の確認結果と搬送予定に基づ

き，核燃料物質の単一ユニットへの搬入の可

否判断を行うとともに，工程の運転状況を監

視する。 

ｅ．臨界管理担当者は，生産に関する情報と臨

界管理用計算機の情報に基づき，質量管理の

実施状況を監視する。 

なお，臨界管理担当者が質量管理の実施状

況に異常を確認した場合は，核燃料物質の搬

送を行わない設計とする。 

ｆ．核燃料物質の誤搬入を防止するため，核燃

料物質中のＰｕ＊質量が核的制限値以下であ

ることを確認しなければ，単一ユニットへの

核燃料物質の搬入が行えない機構を設ける。

ただし，分析試料等の少量の核燃料物質を搬

入する場合は除く。 

ｇ．臨界管理用計算機及び運転管理用計算機

は，故障検知機能を有しており，故障を検知

した場合は，核燃料物質の搬送を行わない設

計とする。 

ｈ．放射線業務従事者がバッグイン作業により

核燃料物質を搬入する単一ユニットについて

は，二重装荷の発生を考慮し，統計誤差を考

慮した中性子実効増倍率が 0.95 以下に対応す

る質量の２分の１を核的制限値として管理を

行う。 

ｉ．分析済液処理ユニットから低レベル廃液処

理設備へ払い出す廃液中には，臨界管理上有

意な量の核燃料物質が含まれないことを確認

する。 

② ウラン燃料棒を本数で管理する単一ユニットに

おいては，臨界管理用計算機及び運転管理用計算

機による本数の確認，運転管理担当者による搬入

の可否判断及び状況の監視，さらに臨界管理担当

者による状況の監視及び異常時の対応を質量管理

と同様に行う。なお，本数管理においては，輸送

容器の内容器の識別番号に関連付けられたウラン

燃料棒本数の確認等を行う。 

(２) 体数管理及び形状寸法管理 

体数管理及び形状寸法管理については，核燃料物

質を取り扱う設備・機器の構造又は機構により核的

制限値を維持する設計とする。 

① 混合酸化物貯蔵容器及び燃料集合体は，工程内

の取扱いにおいて核燃料物質量に変化がない。こ

のため，混合酸化物貯蔵容器及び燃料集合体を体

数で管理する単一ユニットにおいては，構成する

の質量，形態等を把握することにより行う。質量管

理のうち，ウラン燃料棒を本数で管理する単位ユニ

ットは，本数管理に分類する。搬送装置を用いた単

一ユニットへの核燃料物質の搬送においては，核的

制限値以下であることが確認されなければ搬入が許

可されないインターロックを有する誤搬入防止機構

を設ける設計とし，誤搬入防止機構は，秤量器，Ｉ

Ｄ番号読取機，運転管理用計算機，臨界管理用計算

機，誤搬入防止機構（シャッタ）等から構成する。

また，混合機への添加剤の投入については，核的制

限値設定条件以下であることが確認されなければ投

入が許可されないインターロックを有する誤投入防

止機構を設ける設計とし，誤投入防止機構は，秤量

器，ＩＤ番号読取機，運転管理用計算機，臨界管理

用計算機及び誤投入防止機構（添加剤受入バルブ）

又は誤投入防止機構（添加剤投入バルブ）から構成

する。誤搬入防止機構の概念図を添５第１図に，誤

投入防止機構の概念図を添５第２図に示す。 

(ａ) 質量管理を行う単一ユニットへの，搬送装置を

介した核燃料物質の搬入は，以下の方法により行う

ことで，機器の単一故障若しくはその誤作動又は運

転員の単一誤操作では核的制限値を逸脱しない。 

ⅰ．核燃料物質は容器に収納して単一ユニット間の

搬送を行う。核的制限値（Ｐｕ＊質量）と比較す

るため，秤量されたＭＯＸ質量と，容器のＩＤ番

号に関連付けられたプルトニウム富化度，核分裂

性プルトニウム割合及びウラン中のウラン－235含

有率の必要な在庫情報を用いて搬送物のＰｕ＊質

量を算出する。このため，原料ＭＯＸ粉末中のプ

ルトニウム－239，プルトニウム－241，ウラン－

235 の含有率及び原料ウラン粉末中のウラン－235

の含有率を受入時に確認する。 

ⅱ．搬送する容器の秤量を二つの秤量器により行

い，秤量値に有意な差がないことを臨界管理用計

算機及び運転管理用計算機により確認するととも

に，搬送先の単一ユニット内に存在するＰｕ＊質

量と搬送物のＰｕ＊質量の合計が，核的制限値以

下であることを確認する。 

ⅲ．単一ユニットに核燃料物質を搬入するに当たっ

ては，搬送予定に基づく搬送要求により動作を開

始する設計とする。 

ⅳ．運転管理担当者は，運転管理用計算機によるＰ

ｕ＊質量の確認結果と搬送予定に基づき，核燃料

物質の単一ユニットへの搬入の可否判断を行うと

ともに，工程の運転状況を監視する。 

ⅴ．臨界管理担当者は，生産に関する情報と臨界管

理用計算機の情報に基づき，質量管理の実施状況

を監視する。 

なお，臨界管理担当者が質量管理の実施状況

に異常を確認した場合は，核燃料物質の搬送を

行わない設計とする。 

ⅵ．核燃料物質の誤搬入を防止するため，核燃料物

質中のＰｕ＊質量が核的制限値以下であることを

確認しなければ，単一ユニットへの核燃料物質の

搬入が行えない誤搬入防止機構（シャッタ）等を

設ける。ただし，少量の標準試料及び分析試料を

搬入する場合は除く。 

ⅶ．臨界管理用計算機及び運転管理用計算機は，故

障検知機能を有しており，故障を検知した場合

は，核燃料物質の搬送を行わない設計とする。 

ⅷ．従事者がバッグイン作業により核燃料物質を搬

入する単一ユニットについては，二重装荷の発生

を考慮し，統計誤差を考慮した中性子実効増倍率

が 0.95 以下に対応する質量の２分の１を核的制

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

事業許可基準規則第２条と許認可実績・適合方針との比較表（10/17） 

 

①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
設備・機器が構造的に核的制限値以下の体数でし

か取り扱えない設計とする。 

② 燃料棒を取り扱う工程において形状寸法管理を

行う単一ユニットは，単一ユニットの入口に核的

制限値以内に制限するためのゲートを設置すると

ともに，燃料棒を平板厚さに対する核的制限値以

内で取り扱うように設計する。 

③ 貯蔵マガジン及び組立マガジンを取り扱う工程

において形状寸法管理を行う単一ユニットは，貯

蔵マガジン及び組立マガジンを積み重ねて取り扱

うことのない機構とする。 

 

 

 

 

 

(３) 核的制限値設定条件の確認 

各単一ユニットの臨界管理においては，核的制限

値だけでなく，管理を必要とするプルトニウム富化

度等の核的制限値設定条件についても質量管理と同

様に確認を行う。この確認においては，質量管理と

容器等の識別の組合せにより，プルトニウム富化度

が設定条件以下であること等を確認する。 

再処理施設から受け入れる原料ＭＯＸ粉末につい

ては，プルトニウム富化度が設定条件以下であるこ

と，プルトニウム中のプルトニウム－240 含有率が

17％以上であることを確認する。 

施設外から受け入れる原料ウラン粉末及びウラン

燃料棒については，ウラン中のウラン－235 含有率

が設定条件以下であることを確認する。 

なお，密度等については，各形態で想定し得る値

に対して臨界上厳しくなるよう，十分保守側に設定

するため，確認を行う必要はない。 

以下に核的制限値設定条件の確認における基本的

な考え方を示す。 

① プルトニウム富化度等 

各単一ユニットにおいて取り扱うＭＯＸ粉末

等の各形態のプルトニウム富化度については，

60％以下，33％以下又は 18％以下を設定条件と

する。燃料棒の各形態については，ＢＷＲ燃料

棒は 17％以下，ＰＷＲ燃料棒は 18％以下を設定

条件とする。また，燃料集合体の各形態につい

ては，燃料集合体平均で，ＢＷＲ燃料集合体は

11％以下，ＰＷＲ燃料集合体は 14％以下を設定

条件とする。プルトニウム富化度等の確認は，

以下の方法により行う。 

ａ．ＭＯＸ粉末とウラン粉末等を混合する単一

ユニットについては，混合前のＭＯＸ粉末の

プルトニウム富化度の設定条件を適用し，混

合後のプルトニウム富化度の確認は，質量が

確認された混合前のＭＯＸ粉末及びウラン粉

末の取扱質量並びにＭＯＸ粉末のプルトニウ

ム富化度から，臨界管理用計算機及び運転管

理用計算機で計算することにより行う。 

限値として管理を行う。 

ⅸ．分析済液処理ユニットから低レベル廃液処理設

備へ払い出す廃液中には，臨界管理上有意な量の

核燃料物質が含まれないことを確認する。 

ⅹ．分析設備への気送装置による分析試料の搬送及

び燃料棒解体ユニットへの燃料棒搬送装置による

核燃料物質の搬送に当たっては，核的に安全な配

置を保持するように定めた搬送路を搬送する設計

とする。 

ⅺ．バッグアウトした核燃料物質の運搬台車による

搬送に当たっては，他の核燃料物質と核的に安全

な間隔を維持する設計とする。 

(ｂ) ウラン燃料棒を本数で管理する単一ユニットに

おいては，臨界管理用計算機及び運転管理用計算機

による本数の確認，運転管理担当者による搬入の可

否判断及び状況の監視，さらに臨界管理担当者によ

る状況の監視及び異常時の対応を質量管理と同様に

行う。なお，本数管理においては，輸送容器の内容

器の識別番号に関連付けられたウラン燃料棒本数の

確認等を行う。 

 

ｃ．核的制限値設定条件の確認 

各単一ユニットの臨界管理においては，核的制限

値だけでなく，管理を必要とするプルトニウム富化

度等の核的制限値設定条件についても質量管理と同

様に確認を行う。この確認においては，質量管理と

容器等の識別の組合せにより，プルトニウム富化度

が設定条件以下であること等を確認する。 

再処理施設から受け入れる原料ＭＯＸ粉末につい

ては，プルトニウム富化度が設定条件以下であるこ

と，プルトニウム中のプルトニウム－240 含有率が

17％以上であることを確認する。 

施設外から受け入れる原料ウラン粉末及びウラン

燃料棒については，ウラン中のウラン－235 含有率

が設定条件以下であることを確認する。 

なお，密度等については，各形態で想定し得る値

に対してより厳しい評価となるように設定するた

め，確認を行う必要はない。 

以下に核的制限値設定条件の確認における基本的

な考え方を示す。 

(ａ) プルトニウム富化度等 

各単一ユニットにおいて取り扱うＭＯＸ粉末

等の各形態のプルトニウム富化度については，

60％以下，33％以下又は18％以下を設定条件とす

る。燃料棒の各形態については，ＢＷＲ燃料棒は

17％以下，ＰＷＲ燃料棒は18％以下を設定条件と

する。また，燃料集合体の各形態については，燃

料集合体平均で，ＢＷＲ燃料集合体は11％以下，

ＰＷＲ燃料集合体は14％以下を設定条件とする。

プルトニウム富化度等の確認は，以下の方法によ

り行う。 

ⅰ．ＭＯＸ粉末とウラン粉末等を混合する単一ユニ

ットについては，混合前のＭＯＸ粉末のプルトニ

ウム富化度の設定条件を適用し，混合後のプルト

ニウム富化度の確認は，質量が確認された混合前

のＭＯＸ粉末及びウラン粉末の取扱質量並びにＭ

ＯＸ粉末のプルトニウム富化度から，臨界管理用

計算機及び運転管理用計算機で計算することによ

り行う。 

ⅱ．二次混合以降の粉末及びペレットについては，

核分裂性プルトニウム富化度についても，プルト

ニウム富化度及び核分裂性プルトニウム割合に基

づいて臨界管理用計算機及び運転管理用計算機で

計算し，核分裂性プルトニウム富化度が設定条件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

事業許可基準規則第２条と許認可実績・適合方針との比較表（11/17） 

 

①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 
ｂ．二次混合以降の粉末及びペレットについて

は，核分裂性プルトニウム富化度について

も，プルトニウム富化度及び核分裂性プルト

ニウム割合に基づいて臨界管理用計算機及び

運転管理用計算機で計算し，核分裂性プルト

ニウム富化度が設定条件以下であることを必

要に応じ確認する。 

ｃ．運転管理担当者は，運転管理用計算機によ

るプルトニウム富化度等の確認結果と搬入予

定に基づき，搬入の可否判断及び状況の監視

を行う。 

ｄ．臨界管理担当者は，生産に関する情報と臨

界管理用計算機の情報に基づき，プルトニウ

ム富化度等の状況の監視及び異常時の対応を

行う。 

② 含水率 

粉末調整工程等の設備においては，ＭＯＸ粉

末中に添加剤を投入する。添加剤は有機物粉末

であることから，中性子の減速効果を考慮して

水分質量に換算し，以下のように確認する。 

ａ．添加剤を投入する単一ユニットにおいて

は，添加剤の投入後の含水率を設定条件とす

る。また，添加剤の投入に際しては，１回の

混合で使用する添加剤の秤量を二つの秤量器

により行い，秤量値に有意な差がないことを

確認するとともに，粉末の混合時に添加剤の

水分換算質量と投入先のＭＯＸ粉末中及びウ

ラン粉末中の水分質量の合計から得られる含

水率が設定条件以下であることを臨界管理用

計算機及び運転管理用計算機により確認す

る。この混合時の含水率の算出のために，原

料ＭＯＸ粉末及び原料ウラン粉末の含水率を

受入時に確認する。また，回収粉末について

は必要に応じ，粉末の含水率を確認する。 

ｂ．運転管理担当者は，運転管理用計算機によ

る含水率の確認結果と投入予定に基づき，添

加剤のＭＯＸ粉末中への投入の可否判断及び

状況の監視を行う。また，運転管理担当者

は，運転管理用計算機の情報に基づき，工程

の運転状況を把握する。 

ｃ．臨界管理担当者は，生産に関する情報と臨

界管理用計算機の情報に基づき，含水率の状

況の監視及び異常時の対応を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下であることを必要に応じ確認する。 

ⅲ．運転管理担当者は，運転管理用計算機によるプ

ルトニウム富化度等の確認結果と搬入予定に基づ

き，搬入の可否判断及び状況の監視を行う。 

ⅳ．臨界管理担当者は，生産に関する情報と臨界管

理用計算機の情報に基づき，プルトニウム富化度

等の状況の監視及び異常時の対応を行う。 

(ｂ) 含水率 

粉末調整工程等の設備においては，ＭＯＸ粉

末中に添加剤を投入する。添加剤は有機物粉末で

あることから，中性子の減速効果を考慮して水分

質量に換算し，以下のように確認する。 

ⅰ．添加剤を投入する単一ユニットにおいては，添

加剤の投入後の含水率を設定条件とする。また，

添加剤の投入に際しては，１回の混合で使用する

添加剤の秤量を二つの秤量器により行い，秤量値

に有意な差がないことを確認するとともに，粉末

の混合時に添加剤の水分換算質量と投入先のＭＯ

Ｘ粉末中及びウラン粉末中の水分質量の合計から

得られる含水率が設定条件以下であることを臨界

管理用計算機及び運転管理用計算機により確認す

る。この混合時の含水率の算出のために，原料Ｍ

ＯＸ粉末及び原料ウラン粉末の含水率を受入時に

確認する。また，回収粉末については必要に応

じ，粉末の含水率を確認する。 

ⅱ．運転管理担当者は，運転管理用計算機による含

水率の確認結果と投入予定に基づき，添加剤のＭ

ＯＸ粉末中への投入の可否判断及び状況の監視を

行う。また，運転管理担当者は，運転管理用計算

機の情報に基づき，工程の運転状況を把握する。 

ⅲ．臨界管理担当者は，生産に関する情報と臨界管

理用計算機の情報に基づき，含水率の状況の監視

及び異常時の対応を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

事業許可基準規則第２条と許認可実績・適合方針との比較表（12/17） 

 

①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 

ハ．加工設備本体の構造及び設備 

(ハ) 成形施設 

(４) 主要な核的及び熱的制限値 

① 核的制限値 

ａ．単一ユニット 

成形施設の臨界管理のために，核燃料物質取扱い上の

一つの単位となる単一ユニットを設定する。単一ユニッ

トの核的制限値は，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，

裕度ある条件を設定し，十分信頼性のある計算コードを

使用して，中性子実効増倍率が0.95以下となるように体

数又は質量を設定する。 

各単一ユニットでの核燃料物質の取扱量は下表の核的

制限値以下となるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１ 核分裂性プルトニウム富化度（％） 

＝（（プルトニウム－239質量＋プルトニウム

－241質量）/（プルトニウム質量＋ウラン

質量））×100 以下同じ。 

注２ 含水率（％）＝（水分質量/（ＭＯＸ質量＋水

分質量））×100 以下同じ。 

注３ 再処理施設の混合酸化物貯蔵容器（粉末缶３缶

収納）を共用する。 

注４ Ｐｕ＊は，プルトニウム－239，プルトニウム

 

 

以下変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下変更なし 

 

 



 

事業許可基準規則第２条と許認可実績・適合方針との比較表（13/17） 

 

①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 

－241及びウラン－235の総称とし，kg･Ｐｕ＊

は，その合計質量とする。以下同じ。 

注５ 二重装荷を考慮する場合は２分の１とする。 

 

ｂ．複数ユニット 

複数ユニットは，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，

裕度ある条件を設定し，十分信頼性のある計算コードで

中性子実効増倍率が0.95以下となるように単一ユニット

の配置等を設定する。 

 

(ニ) 被覆施設 

(４) 主要な核的制限値 

① 単一ユニット 

被覆施設の臨界管理のために，核燃料物質取扱い上の

一つの単位となる単一ユニットを設定する。単一ユニッ

トの核的制限値は，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，

裕度ある条件を設定し，十分信頼性のある計算コードを

使用して，中性子実効増倍率が0.95以下となるように質

量，平板厚さ又は段数を設定する。 

各単一ユニットでの核燃料物質の取扱量は下表の核的

制限値以下となるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

事業許可基準規則第２条と許認可実績・適合方針との比較表（14/17） 

 

①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 

注１ 二重装荷を考慮する場合は２分の１とする。 

注２ ウラン中のウラン－235含有率を示す。 

② 複数ユニット 

複数ユニットは，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，

裕度ある条件を設定し，十分信頼性のある計算コードで

中性子実効増倍率が0.95以下となるように単一ユニット

の配置等を設定する。 

 

(ホ) 組立施設 

(４) 主要な核的制限値 

① 単一ユニット 

組立施設の臨界管理のために，核燃料物質取扱い上の

一つの単位となる単一ユニットを設定する。単一ユニッ

トの核的制限値は，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，

裕度ある条件を設定し，十分信頼性のある計算コードを

使用して，中性子実効増倍率が0.95以下となるように段

数又は体数を設定する。 

各単一ユニットでの核燃料物質の取扱量は下表の核的

制限値以下となるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

事業許可基準規則第２条と許認可実績・適合方針との比較表（15/17） 

 

①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 

注１ ウラン中のウラン－235含有率を示す。 

注２ 燃料集合体平均（燃料集合体中のＭＯＸ燃料棒

の平均 以下同じ。） 

② 複数ユニット 

複数ユニットは，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，

裕度ある条件を設定し，十分信頼性のある計算コードで

中性子実効増倍率が0.95以下となるように単一ユニット

の配置等を設定する。 

 

ニ．核燃料物質の貯蔵施設の構造及び設備 

(ニ) 主要な核的制限値 

貯蔵施設の臨界管理のために，単一ユニットである貯

蔵単位の集合を複数ユニットとし，取り扱う核燃料物質

の形態に応じ，裕度ある条件を設定し，十分信頼性のあ

る計算コードを使用して，中性子実効増倍率が0.95以下

となるように配置等を設定する。 

 

 

ト．その他加工設備の附属施設の構造及び設備 

(ロ) 核燃料物質の検査設備及び計量設備の種類 

(１) 検査設備 

② 主要な核的制限値 

ａ．単一ユニット 

検査設備の臨界管理のために，核燃料物質取扱い上の

一つの単位となる単一ユニットを設定する。単一ユニッ

トの核的制限値は，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，

裕度ある条件を設定し，十分信頼性のある計算コードを

使用して，中性子実効増倍率が0.95以下となるように質

量を設定する。 

各単一ユニットでの核燃料物質の取扱量は下表の核的

制限値以下となるようにする。 

 

 



 

事業許可基準規則第２条と許認可実績・適合方針との比較表（16/17） 

 

①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１ 二重装荷を考慮する場合は２分の１とする。 

注２ 最適減速条件 

 

ｂ．複数ユニット 

複数ユニットは，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，

裕度ある条件を設定し，十分信頼性のある計算コードで

中性子実効増倍率が0.95以下となるように単一ユニット

の配置等を設定する。 

 

(ハ) 主要な実験設備の種類 

(３) 主要な核的及び熱的制限値 

① 核的制限値 

ａ．単一ユニット 

実験設備の臨界管理のために，核燃料物質取扱い上の

一つの単位となる単一ユニットを設定する。単一ユニッ

トの核的制限値は，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，

裕度ある条件を設定し，十分信頼性のある計算コードを

使用して，中性子実効増倍率が0.95以下となるように質

量を設定する。 

各単一ユニットでの核燃料物質の取扱量は下表の核的

制限値以下となるようにする。 

 

 

 

 



 

事業許可基準規則第２条と許認可実績・適合方針との比較表（17/17） 

 

①事業許可基準規則 ②許認可実績等 ③適合方針 
①事業許可基準規則‐②許認可実績等‐

③適合方針の比較結果 

②許認可実績等‐③適合方針の本文比較

結果 

 

 

 

 

 

注１ 二重装荷を考慮する場合は２分の１とする。 

ｂ．複数ユニット 

複数ユニットは，取り扱う核燃料物質の形態に応じ，

裕度ある条件を設定し，十分信頼性のある計算コードで

中性子実効増倍率が0.95以下となるように単一ユニット

の配置等を設定する。 

 

 




